
東 金 市 空 き 家 バ ン ク 制 度 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 空 き 家 の 適 切 か つ 有 効 な 活 用 の 推 進 を 図 る た

め 、 空 き 家 バ ン ク 制 度 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と

す る 。  

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  空 き 家  市 内 に 存 す る 一 戸 建 て の 専 用 住 宅 又 は 併 用 住 宅 （ 以

下「 専 用 住 宅 等 」と い う 。）の う ち 、現 に 使 用 し て い な い も の（ 建

築 後 使 用 さ れ た こ と の な い 専 用 住 宅 等 は 除 く 。）又 は 今 後 使 用 し

な く な る 予 定 で あ る も の （ 賃 貸 の 用 に 供 す る 目 的 で 建 築 さ れ た

住 宅 及 び 社 宅 、 官 舎 、 寮 な ど の 給 与 住 宅 を 除 く ） を い う 。  

⑵  所 有 者 等  空 き 家 に 係 る 所 有 権 そ の 他 の 権 利 を 有 し 、 当 該 空

き 家 の 売 却 又 は 賃 貸 を 行 う こ と が で き る 権 利 を 有 し て い る 者 を

い う 。  

⑶  利 用 者  地 域 住 民 の 一 員 と し て 市 内 で 定 住 し 、 又 は 定 期 的 に

滞 在 す る こ と を 目 的 と し て 、 空 き 家 の 購 入 又 は 賃 借 を 希 望 す る

者 を い う 。  

⑷  空 き 家 バ ン ク 制 度  こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 登 録 さ

れ た 空 き 家 に 関 す る 情 報 を 、 利 用 者 に 対 し て 市 の イ ン タ ー ネ ッ

ト の ホ ー ム ペ ー ジ 等 に お い て 提 供 す る 制 度 を い う 。  

（ 制 度 運 用 上 の 注 意 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 は 、 空 き 家 バ ン ク 制 度 以 外 の 方 法 に よ る 空 き 家 の

取 引 を 妨 げ る も の で は な い 。  

（ 登 録 の 対 象 者 等 ）  

第 ４ 条  空 き 家 バ ン ク に 登 録 す る こ と が で き る 者 （ 以 下 「 申 込 者 」

と い う 。）は 、登 録 す る 空 き 家 に つ い て 、所 有 者 等 と 専 任 媒 介 契 約

若 し く は 専 属 専 任 媒 介 契 約 を 締 結 し た 宅 地 建 物 取 引 業 者 と す る 。  

２  市 長 は 、 所 有 者 等 が 空 き 家 バ ン ク に 登 録 す る こ と を 希 望 す る 場

合 は 、 一 般 社 団 法 人 千 葉 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会 九 十 九 里 支 部 及 び

公 益 社 団 法 人 全 日 本 不 動 産 協 会 千 葉 県 本 部 か ら 提 供 さ れ た 空 き 家

バ ン ク 協 力 者 一 覧 を 提 供 す る も の と す る 。  

（ 空 き 家 に 関 す る 登 録 の 申 込 等 ）  

第 ５ 条  申 込 者 は 、 東 金 市 空 き 家 バ ン ク 登 録 申 込 書 （ 第 １ 号 様 式 ）



に 東 金 市 空 き 家 バ ン ク 登 録 カ ー ド （ 第 ２ 号 様 式 ） 及 び 東 金 市 空 き

家 バ ン ク 登 録 カ ー ド 〔 間 取 り 図 ・ 写 真 〕（ 第 ３ 号 様 式 ） を 添 え て 、

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 込 み が あ っ た 場 合 は 、 そ の 内 容 に つ い て 審 査

し 、 適 切 で あ る と 認 め る と き は 、 空 き 家 バ ン ク に 登 録 す る も の と

す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 登 録 を し た と き は 、 そ の 旨 を 東 金 市 空 き 家 バ ン

ク 登 録 完 了 通 知 書 （ 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 申 込 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

４  市 長 は 、 登 録 を し て い な い 空 き 家 に つ い て 、 登 録 を す る こ と が

適 当 と 認 め ら れ る も の は 、 そ の 所 有 者 等 に 対 し て 登 録 を 勧 め る こ

と が で き る 。  

（ 空 き 家 に 関 す る 登 録 の 拒 否 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 登 録 を 受 け よ う と す る 空 き 家 が 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 は 、 登 録 を 拒 否 す る こ と が で き る 。  

⑴  法 令 等 に 違 反 し て い る 建 築 物  

⑵  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が 所 有 す る 建 築 物  

⑶  前 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 市 長 が 適 当 で な い と 認 め る 建 築    

 物  

（ 登 録 空 き 家 情 報 の 公 開 等 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 登 録 し た 空 き 家 の 情 報 の う ち 、 東 金 市 空 き 家 バ ン

ク 登 録 カ ー ド （ 第 ２ 号 様 式 ） 及 び 東 金 市 空 き 家 バ ン ク 登 録 カ ー ド

〔 間 取 り 図・写 真 〕（ 第 ３ 号 様 式 ）を 、市 の ホ ー ム ペ ー ジ に お い て

公 開 す る と と も に 、 縦 覧 す る も の と す る 。  

（ 空 き 家 に 関 す る 登 録 事 項 の 変 更 等 の 届 出 ）  

第 ８ 条  第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者（ 以 下「 登 録 者 」

と い う 。）は 、登 録 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、東 金 市 空 き 家 バ ン

ク 登 録 事 項 変 更 届 出 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に 登 録 事 項 の 変 更 内 容 を 記

載 し 、 東 金 市 空 き 家 バ ン ク 登 録 カ ー ド （ 第 ２ ～ ３ 号 様 式 ） を 添 付

し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  登 録 者 は 、 登 録 事 項 の 変 更 の う ち 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と

き は 、 東 金 市 空 き 家 バ ン ク 登 録 取 消 申 出 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  登 録 さ れ た 空 き 家 の 売 買 又 は 賃 貸 借 契 約 が 締 結 さ れ た と き 。  

⑵  登 録 者 が 登 録 の 取 消 し を 希 望 す る と き 。  

 



（ 空 き 家 に 関 す る 登 録 の 取 り 消 し ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 登 録 し た 空 き 家

の 情 報 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す も の と す る 。  

⑴  前 条 第 ２ 項 の 東 金 市 空 き 家 バ ン ク 登 録 取 消 申 出 書 が 提 出 さ れ

た と き 。  

⑵  登 録 後 ２ 年 が 経 過 し た と き 。  

⑶  登 録 に 関 し て 錯 誤 、 不 正 、 偽 り 等 が 判 明 し た と き 。  

⑷  前 各 号 に 規 定 す る も の の ほ か 、 市 長 が 適 当 で な い と 認 め た と

き 。  

（ 交 渉 等 ）  

第 １ ０ 条  登 録 さ れ た 空 き 家 に つ い て 交 渉 を 希 望 す る 利 用 者 か ら 連

絡 を 受 け た 登 録 者 は 、 遅 滞 な く 利 用 者 及 び 所 有 者 等 と 交 渉 を 行 わ

な け れ ば な ら な い 。  

２  登 録 者 と 利 用 者 及 び 所 有 者 等 と の 空 き 家 に 関 す る 交 渉 及 び 売 買 、

賃 貸 借 等 の 契 約 に つ い て は 、 当 事 者 間 で 全 て 行 う も の と し 、 市 は

直 接 こ れ に 関 与 し な い 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 １ １ 条  市 は 、 空 き 家 バ ン ク の 運 用 に 当 た っ て は 、 個 人 情 報 の 漏

え い 、 改 ざ ん 、 損 傷 及 び 滅 失 の 防 止 そ の 他 の 個 人 情 報 の 適 正 な 管

理 に 努 め る も の と す る 。  

２  空 き 家 バ ン ク 制 度 の 運 用 に 際 し て 得 た 情 報 の 使 用 は 、 当 該 制 度

の 目 的 の 範 囲 内 に 限 る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ９ 月 １ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  



こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


